
序

代

え

て
青
森
大
学
学
長

盛

田

稔

第
二
巻
は
、
古
代
か
ら
近
世
末
ま
で
の
長
い
期
間
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

古
代
お
よ
び
中
世
は
、
筆
者
の
専
門
外
で
あ
る
が
、
思
い
き
っ
て
挑
戦
し
て
み
た
。
膨
大
な
頁
数
と
な
っ
た
の
で
読
者
の
利
便
の

た
め
本
蓄
を
読
む
に
当
た
っ
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
.お
示
し
し
た
い
。

古
代
篇
に
つ
い
・て
は
、
資
料
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
、
考
古
学
的
知
見
を
も
加
え
る
一
方
、
東
北
地
方
や
青
森
県
の
七
戸
以
外

の
地
方
に
関
す
る
資
料
か
ら
七
戸
地
方
の
状
況
を
類
推
す
る
方
法
を
と
っ
た
。

古
代
篇
中
、
筆
者
が
示
し
た
新
し
い
見
解
も
U
く
は
力
説
じ
た
点
は
左
の
諸
点
で
あ
る
。

①
三
回
に
わ
た
っ
て
朝
廷
か
ら
出
さ
れ
た
陸
奥
の
馬
の
売
買
禁
止
令
の
裏
に
ひ
そ
む
中
央
政
府
の
狙
い
は
、
陸
奥
の
文
化
、
特

に
農
耕
文
化
の
発
展
を
疎
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

②
弘
仁
二
年
の
文
室
の
綿
麻
呂
に
よ
る
蝦
夷
征
伐
は
、
今
の
上
北
郡
に
及
ん
だ
可
能
性
が
強
い
こ
と
。
ま
た
萱
の
碑
(
日
本
中



央
の
碑
〉
伝
説
は
、
単
な
る
伝
説
に
止
ら
な
い
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
日
本
と
い
う
言
葉
の
解
釈
そ
の
他
の
新
し
い
観
点
か

2 

ら
立
論
し
た
。

中
世
篇
に
つ
い
て
は
、
今
春
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
、
東
京
府
中
東
郷
寺
南
部
光
徹
氏
所
蔵
の

『
根
城
南
部
家
文
書
』

を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
反
面
、

『
東
北
太
平
記
』
等
の
軍
記
物
も
参
考
と
し
て
利
用
し
、
ま
た
考
古
学
的
知
見
を
も
加
え
、
七
戸

地
方
の
姿
を
立
体
的
に
捕
え
る
よ
う
心
が
け
た
。

こ
の
篇
で
の
新
し
い
知
見
お
よ
び
力
点
を
置
い
た
と
こ
ろ
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。

①
H

戸
u

の
起
源
に
つ
い
て
、
従
来
あ
っ
た
諸
説
と
は
別
に
、

『
吾
妻
鏡
』
文
治
六
年
の
項
に
、
H

戸
立
u

の
語
を
発
見
b
た

こ
と
か
ら
、

『
源
平
盛
衰
記
』
宇
治
川
の
先
陣
争
い
の
項
に
出
て
く
る
H

七
戸
立
H

と
い
う
言
葉
も
、
こ
れ
を
後
世
の
軍
記

物
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
否
認
す
る
こ
と
な
く
、
当
時
す
で
に
、
七
戸

・
三
戸
等
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
受

取
っ
て
も
よ
い
こ
と
。
す
な
わ
ち

n
戸
H

の
制
度
は
、
平
安
時
代
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
こ
と
を
立
証
し

た。

②
根
城
南
部
氏

・
七
戸
南
部
氏
の
五
代
に
わ
た
る
南
朝
へ
の
忠
節
を
詳
述
し、

七
戸
人
の
節
に
殉
じ
る
ジ
ョ
ッ
パ
リ
精
神
の
源

流
を
南
部
政
光
に
見
出
し
た
。

③
混
乱
し
て
い
る
七
戸
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
、
第
一
期
の
七
戸
氏
、
第
二
期
の
七
戸
氏
と
分
け
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
決

定
打
で
は
な
い
が
一
つ
の
解
釈
を
試
み
た
。

④
戦
国
時
代
末
期
、
九
戸
政
実
の
乱
に
加
担
し
て
亡
ん
だ
二
人
の
七
戸
城
主
が
い
る
と
い
う
謎
に
つ
い
て
、
そ
の
一
人
で
あ
る



七
戸
伊
勢
慶
道
と
は
、
平
内
城
主
で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
し
て
、
七
戸
の
名
跡
を
継
い
だ
南
ハ
七
戸
〉
直
勝
は
平
内
城
主
を

兼
ね
、
や
が
て
津
軽
為
信
に
降
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
た
。

⑤
七
戸
周
辺
の
城
館
の
す
べ
て
に
つ
い
て
実
地
調
査
の
上
、
遺
構
図
を
付
し
て
紹
介
し
た。

近
世
篇
は
、

一
見
資
料
が
豊
富
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
御
給
人
に
関
す
る
資
料
と
し
て
七
戸
で
得
ら
れ
た
主
な
る
も

の
は
、

『
城
内
盛
田
家
文
書
』

『
お
城
盛
田
家
文
書
』
に
過
ぎ
ず
、
商
工
業
関
係
資
料
で
は
、

『大
塚
屋
文
書
』

『
大
安
家
文

書』

『
船
木
屋
文
書
』

『
岩
城
屋
文
書
』
等
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
の
商
家
に
つ
い
て
の
資
料
は
少
な
く
、
ま
た
当
時
の
住
民

の
九
割
を
占
め
る
農
民
に
つ
い
て
の
資
料
は
、
皆
無
に
近
く
、
全
体
と
し
て
資
料
不
足
の
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
は
近
現
代

七
戸
の
母
体
と
な
る
時
代
の
こ
と
な
の
で
、
出
来
る
限
り
細
か
な
分
析
を
心
が
け
、
近
現
代
七
戸
の
、
依
っ
て
き
た
る
所
を
明
ら
か

に
U
ょ
う
と
努
め
た
。

こ
こ
で
は
、
次
の
諸
点
に
力
を
入
れ
て
記
述
し
た
。

①
近
世
七
戸
の
行
政
が
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
か
。
地
方
行
政
組
織
に
つ
い
て
詳
述
U
た。

②
明
治
期
以
降
士
族
と
呼
ば
れ
た
御
給
人
制
度
の
実
態
を
あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら
捕
え
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
各
期
に
お
け
る
御
給
人
の
氏
名

・
俸
禄
高
を
漏
れ
な
く
記
述
し
た
。

③
乏
し
い
資
料
か
ら
、
貧
し
か
っ
た
七
戸
地
方
農
民
の
経
営
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
特
に
、
大
豆
を
め
ぐ

る
農
民
と
藩
と
の
あ
つ
れ
き
に
つ
い
て
詳
述
し
た
。

ま
た
、
農
民
の
生
活
と
大
き
な
係
わ
り
の
あ
る
税
制
に
つ
い
て
、
七
戸
地
方
に
は
年
貢
の
自
主
申
告
制
度
の
あ
っ
た
こ
と
を

3 



明
ら
か
に
し
た
。

4 

凶
作
・
飢
僅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
原
因
・
惨
状
等
の
ほ
か
、
農
民
の
生
活
の
知
恵
で
あ
る
豊
凶
の
予
知
方
法
等
に
つ
い

て
の
記
録
を
出
来
う
る
限
り
収
録
し
た
。

④
畜
産
の
章
で
は
、
古
代
か
ら
近
世
末
に
か
け
て
の
南
部
地
方
の
馬
産
史
を
概
説
し
、
七
戸
地
方
産
馬
の
優
秀
性
と
七
戸
地
方

の
農
民
が
馬
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

⑤
百
姓
一
撲
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑥
「
七
戸
に
お
け
る
商
業
」
は
、
最
も
力
を
入
れ
た
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
概
説
の
外
に
、
大
塚
屋
・
大
安
家
・
船
木
屋
を

取
り
上
げ
、
各
家
の
由
緒
、
経
営
方
針
、
経
営
の
実
体
等
に
つ
い
て
触
れ
た
。

特
に
、
酒
造
経
営
に
つ
い
て
、
南
部
藩
で
は
、
酒
造
免
許
石
高
の
三
倍
ま
で
作
ら
せ
る
こ
と
を
定
例
と
し
て
い
た
こ
と
、
大

安
家
に
お
い
て
は
、
複
式
簿
記
的
記
帳
法
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
、
廻
船
業
の
利
潤
が
莫
大
で
あ
っ
た
こ
と
等
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

⑦
七
戸
藩
に
つ
い
て
は
、
七
戸
落
は
明
治
二
年
の
創
設
で
あ
る
の
で
次
巻
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

最
後
に
、
本
書
執
筆
に
当
た
り
、
快
く
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
諸
氏
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

昭
和
五
九
年
六
月
、
入
梅
入
り
の
日



凡

例

一
、
本
書
は
広
く
町
民
各
位
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
簡
明
平
易
な
記
述
を
旨
と
し
た
。
但
し
、
貴
重
な
資
料
に
つ

い
て
は
、
原
文
の
ま
ま
紹
介
し
た
。

一
、
第
二
巻
は
、
古
代

・
中
世

・
近
世
の
三
篇
と
し
、
盛
田
稔
が
担
当
し
た
。

一
、
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
『

』
を
付
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
引
用
に
当
っ
て
は
、
短
文
の
場
合
寸

」
を
付

し
て
行
中
に
記
し
、
長
文
の
場
合
に
は
別
行
と
し
二
わ
く
下
げ
て
-
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
、
人
名
は
す
べ
て
敬
称
を
略
し
た
が
、
引
用
文
に
限
り
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た。

一
、
表
記
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
当
用
漢
字
音
訓
表
・

「
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
に
よ
ら
な
か
っ
た
。

一
、
欠
字
ま
た
は
読
解
不
能
の
文
字
は
、
口
口
で
示
し
た
。

一
、
明
ら
か
に
誤
字
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
活
字
の
右
が
わ
に
(
マ
マ
〉
と
記
し
た
。

一
、
数
字
の
用
法
は
左
の
如
く
統
一
し
た
。

一
億
二
三
四
五
万
六

0
0
0年

二
万
三

G
O
O年

一
九
八
二
年
一
月
一

O
日

但
し
、
列
記
す
る
場
合
は
次
の
如
く
し
た
。

5 



0
¥

 

同
l

・
〉

・
O
l
l
、

〉
・

II
l
・
〉ト

l
、

III 
・

 III 
• 0

 I
週



第
五
篇

第
一
章

第
二
章

第
一
一
節

第
一
節

目

次

古

代

奈

良

時

代

以

前

の

青

森

県

・

・

・

青
森
県
最
古
の
須
恵
器
・

・
・
・
天
間
林
村
松
ケ
沢
遺
跡
:

史
書
に
あ
ら
わ
れ
た
青
森
県

一
景
行
天
皇
(
三
世
紀
末
!
四
世
紀
前
半
〉
二
七
年
『
日
本
書
紀
』
・

二
景
行
天
皇
四

O
年
『
日
本
書
紀
』
・
・

三
斉
明
天
皇
元
年
(
六
五
五
)
『
日
本
書
紀
』
・
・
・
・
・
・

四
斉
明
天
皇
四
年
(
六
五
八
〉
『
日
本
書
紀
』
・
・
・

五
の
一
斉
明
天
皇
五
年
(
六
五
九
〉
『
日
本
書
紀
』
・
・

五
の
二
斉
明
天
皇
五
年
(
六
五
九
)
『
日
本
書
紀
』

『
伊
吉
連
博
徳
書
』

・

第
一
節

第
一
節

奈
良
時
代
の
円

森
県

奈
良
時
代
の
東
北
地
方
・
.

奈
良
時
代
の
青
森
県
・
・
・
・
・
・

ブu フ守三三区百三三二三c> CコlZlョ
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第
三
節

第
四
節一一一一一

第
三
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
四
章

第
一
一
節

第
二
節

第
三
節

禁
ぜ
ら
れ
た
陸
奥
の
馬
の
売
買
・

奈
良
時
代
の
七
戸
地
方
・
.

大
林
遺
跡
〈
砂
子
田
百
穴
、
砂
子
田
盛
喜
山
遺
跡
〉
・
・
・

十
三
社
平
遺
跡
・.. 

倉
越
遺
跡
・
・

・

平
安
時
代
に
お
け
る
東
北
お
よ
び
青
森

県

:

説

概平
安
時
代
に
お
け
る
上
北
郡
地
方
・
・
・

弘
仁
二
年
文
室
綿
麻
呂
に
よ
る
蝦
夷
征
伐
・
・
・

戸
の
起
源
に
対
す
る
一
説
・・・・・・

・・・・・

弘
仁
四
年
文
室
綿
麻
自
に
よ
る
蝦
夷
征
伐

・•••• 

壷
の
碑
伝
説
と
都
母
村

歌
枕
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」

千

引

の

石

・・

多
賀
城
碑
即
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
説
・
・
・・・・・・

ブし
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第
四
節

第
五
節

第
六
節

坪
村
の
碑
即
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
説
・
・
・
・
・
・

「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
複
数
存
在
説
・
・
・

南
部
地
方
に
伝
わ
る
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
伝
説

一
石
の
数
を
一
箆
と
す
る
も
の
・
・
・
・

付
三
輪
秀
福
著
『
旧
蹟
遺
文
』
文
化
三
年
(
一
八

O
六
〉
・
・

∞
古
川
古
松
軒
著
『
東
遊
雑
記
』
天
明
八
年
(
一
七
八
八
〉
の
項
・
・
・

二
石
の
数
を
二
箇
と
す
る
も
の
・
・
・

同
大
巻
秀
詮
著
『
邦
内
郷
村
志
』
(
享
保
元
年
目
一
八

O
一
没
の
人
〉
・

帥
岸
俊
武
編
『
新
撰
陸
奥
国
誌
』
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
・
・

明
治
期
以
降
の
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
論
・
・
・

第
七
節

第
八
節

第
五
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

結

言言-
Eヰ

前
九
年
の
役
と
青
森
県

-

-

-

-

•.•.•.•••••••••...•...•.•••••••••••• 

空
白
の
時
代
の
営
み
・
・
・
・
農
業
の
発
展
，•••••••• 

陸

奥

馬

と

奥

郡
の
司

安
倍
氏

前
九
年
の
役
と
。
奥
六
郡
今
の
奥
の
支
配
者
安
倍
富
忠
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一
O
ニ

玄
}

--o 4コ4コペコ 4コ 4コ 4コ--o
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第
五
節

第
六
節

第
六
章

第
一
節

第
一
節

第
七
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
七
節

第
六
篇

安
倍
氏
の
滅
亡
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・一
O
六

安
倍
氏
と
青
森
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